
 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ５５ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  １９ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）９，１６７ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）７，１３９ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２２.１ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８－８８２－３８３９  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 高知市事務所 

     〒７８１－０８０２   高知県高知市丸池町 １－１－１４ 

         電話 ： ０８８－８８２－３８３９ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ４９ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  ４１ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）１０，４３０ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）７，８４９ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２４.７ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８９－２２－３７２１  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 佐川町事務所 

     〒７８９－１２０２  高知県高岡郡佐川町乙 ２３８６－１ 

         電話 ： ０８８９－２２－３７２１ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ３２ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：   ８ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）９，８５７ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）７，９５０ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  １９.３ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８－８９３－２３２２  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 いの町事務所 

     〒７８１－２１１０   高知県吾川郡いの町 ６０３２－３ 

         電話 ： ０８８－８９３－２３２２ 



 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  １０ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：   ９ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）９，０４０ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）７，１６７ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２０.７ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８９－４２－１８１８  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 須崎市事務所 

     〒７８５－００４３   高知県須崎市土崎町 ２－２７ 

         電話 ： ０８８９－４２－１８１８ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ５８ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  ６３ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）１１，０１８ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）８，４３９ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２３.４ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８７－５２－８３９０  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 香南市事務所 

     〒７８１－５４５２   高知県香南市香我美町下分 ６４６ 

         電話 ： ０８８７－５２－８３９０ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ８ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  ２ 件（令和 4年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）８，７７５ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）７，０４５ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  １９.７ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８０－８２－５７５７  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 土佐清水市事務所 

     〒７８７－０３３２  高知県土佐清水市汐見町 １１－２３ 

         電話 ：０８８０－８２－５７５７ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ５ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  ５ 件（令和 4年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）９，２４０ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）７，５９３ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  １７.８ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８０－２９－６０２１  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 四万十町事務所 

     〒７８６－００１１   高知県高岡郡四万十町香月が丘 ４－２０ 

         電話 ： ０８８０－２９－６０２１ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  １４ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：   ６ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）９，５６９ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）７，６５４ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２０.０ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８７－２４－２０１８  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 室戸市事務所 

     〒７８１－７１０３   高知県室戸市浮津 ２６－５ 

         電話 ： ０８８７－２４－２０１８ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  １ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  ３ 件（令和 4年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）１０，２３１ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）８，０６３ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２１.２ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８０－４３－２５１０  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 黒潮町事務所 

     〒７８９－１９３１   高知県幡多郡黒潮町入野 ２０１７－１ 

         電話 ：０８８０－４３－２５１０ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ３５ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  １０ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）１０，５５４ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）８，０７１ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２３.５ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８７－７６－２３２０  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 嶺北事務所 

     〒７８１－３６０１   高知県長岡郡本山町本山 １０４１ 

         電話 ： ０８８７－７６－２３２０ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  １５ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  １３ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）１０，０６２ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）７，７５６ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２２.９ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８－８５２－１１２３  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 土佐市事務所 

     〒７８１－１１０５   高知県土佐市蓮池 ２２１１－２ 

         電話 ： ０８８－８５２－１１２３ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ９ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  ５ 件（令和 4年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）８，８５５ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）６，９４７ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２１.５ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８０－３５－３１１７  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 四万十市事務所 

     〒７８７－００１２   高知県四万十市右山五月町 ８－３ 

         電話 ： ０８８０－３５－３１１７ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ２５ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  １０ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）１１，５２３ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）８，５０４ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２６.２ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８７－５３－０６６０  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 香美市事務所 

     〒７８２－００４１   高知県香美市土佐山田町 ２６２－１ 

         電話 ： ０８８７－５３－０６６０ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  １２ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  ７ 件（令和 4年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）１０，８３５ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）８，４８７ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２１.７ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８０－７９－０２４３  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 宿毛市事務所 

     〒７８８－００１２  高知県宿毛市高砂 ４－５６ 

         電話 ： ０８８０－７９－０２４３ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ６ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  ４ 件（令和 4年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）９，７６０ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）７，８５２ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  １９.５ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８７－３５－３６０３  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 安芸市事務所 

     〒７８４－０００７   高知県安芸市寿町 ２－８ 

         電話 ： ０８８７－３５－３６０３ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  ８ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：  １０ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）９，７１６ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）７，４９４ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２２.９ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８－８６３－４４５０  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 南国市事務所 

     〒７８３－０００１   高知県南国市日吉町 ２－３－２８ 

         電話 ： ０８８－８６３－４４５０ 



 

 

令和 5 年 7 月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ：  １５ 人（令和 5年 6 月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ：   ３ 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： （１日８時間あたり）１２，１１３ 円(令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： （１日８時間あたり）９，３９５ 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ：  ２２.４ ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８９－３５－００２０  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会 仁淀川町事務所 

     〒７８１－１５０１   高知県吾川郡仁淀川町大崎 ４６０－１ 

         電話 ： ０８８９－３５－００２０ 



 

 

令和 5 年７月１日 

 

シルバー派遣事業に係る情報提供について 

シルバー人材センター連合では、受託事業に加え、「 臨時的かつ短期的またはその他の

軽易な業務 」の基本原則を守りながら、シルバー派遣事業を展開することで、派遣会員の

皆様の豊富な経験や知識を活かしていただける就業機会を増やしていくとともに、就業環

境の整備等にも努めてまいります。 

 

シ ル バ ー 派 遣 事 業 概 要 

 

1. 派 遣 労 働 者 数 ： (実績なし) 人（令和 5 年６月１日現在の状況報告より） 

 

2. 派 遣 先 事 業 所 数 ： (実績なし) 件（令和 4 年度事業報告書より） 

 

3. 派遣料金の額の平均額 ： (実績なし) 円 (令和 4 年度事業報告書より)  

 

4.  派遣会員の賃金の平均額 ： (実績なし) 円 (令和 4 年度事業報告書より) 

  （労働基準法に定める賃金であり、基本賃金の他、各種手当等を含みます。） 

 

5. マ ー ジ ン 率 ： (実績なし) ％ 

 

6. 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 

  (1)キャリアコンサルティングの相談窓口 ： ＴＥＬ ０８８－８８０－４５７０  

  (2)キャリアアップに資する教育訓練 

 種別 対象 方法 実施者 費用負担 賃金支給 

派遣前研修 雇入時 入職時の派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職能別訓練 派遣中 派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

職種転換訓練 派遣中 指定する派遣会員 OFF－JT 事業主 無償 有給 

 

7. 福利厚生に関する事項 

  ・労災保険、有給休暇 

   ・指定宿泊施設会員割引制度等 

    （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会ホームページをご覧下さい。） 

 ・健康保険、厚生年金、雇用保険は原則適用なし（臨時的かつ短期的就業であるため） 

   ※但し、加入要件を満たす場合は適用します。 

 

  8. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 

    労使協定を締結していない 

以 上 

【派遣元事業主】 

 実施事業所  公益社団法人 高知県シルバー人材センター連合会  

     〒７８１－００８５   高知県高知市札場３番２８号 札場合同ビル２Ｆ 

         電話 ： ０８８－８８０－４５７０ 
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